
答 申 第 ２２１ 号 

平成１８年３月２３日 

 

千葉県選挙管理委員会 

委員長 土田 吉彦 様 

 

千葉県情報公開審査会 

委員長 大田 洋介 

 

 

異議申立てに対する決定について（答申） 

平成１７年８月１８日付け千選管第１２８号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

記 

平成１７年７月１９日付けで異議申立人から提起された平成１７年６月１７日付け千

選管第５５号の２及び平成１７年７月６日付け千選管第６６号の１で行った行政文書不開

示決定に係る異議申立てに対する決定について 
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諮問第３０９号 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

千葉県選挙管理委員会（以下「実施機関」という。）の決定は妥当である。 

 

２ 異議申立人の主張要旨 

（1）異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は、平成１７年６月１７日付け千選管第５５号の２及び平成１７

年７月６日付け千選管第６６号の１で行った行政文書不開示決定（以下両決定を併せ

て「本件決定等」という。）の取消しを求めるというものである。 

（2）異議申立ての理由 

異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。 

過去の異議申立ての決定において、介護保険法の通所介護事業者の鋸南町が同事業

を一般会計で処理するのが違法であるのが明らかとなったのに、それと違う解釈をし

ていたのでその根拠となった書類が対象である。 

 

３ 実施機関の説明要旨 

実施機関の説明は、おおむね次のとおりである。 

実施機関では、市町村の行う保健福祉事業に関する事務を所掌していないことから、

異議申立人が請求する文書を作成又は取得する必要がなく、そのような文書を保有して

いない。 

また、実施機関では、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の施行に関する事務を

所管していないことから、介護事業者が実施する事業について介護保険法上の適否を判

断する必要がなく、異議申立人が請求する文書を作成又は取得する必要がない。 

したがって、異議申立人が請求する書類をいずれも保有していないことから、本件決

定等を行った。 

 

４ 審査会の判断 

当審査会は、異議申立人の主張及び実施機関の説明をもとに審査した結果、以下のよ

うに判断する。 

（1）本件請求等及び本件決定等について 

異議申立人は、実施機関に対し、平成１７年５月３１日付けで「市町村が保健福祉

事業として施設の運営を行わない場合については、Ｈ１１．７．２７付厚生省からの

事務連絡「いわゆる「公設民営」等の取扱いについて」で明らかなのに違う解釈がで

きることについてわかる書類」の行政文書開示請求、平成１７年６月８日付けで「別

添とおり介護保険の通所介護事業者の安房郡鋸南町が介護保険法４１条１項、４項の

違反をしているのに、違法が是正されなくてよい根拠についてわかる書類（別添とし

て鋸南町長発平成１７年２月２３日付け鋸保福第１４９号公文書不存在決定通知書
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に写しを添付）」の行政文書開示請求（以下両請求を併せて「本件請求等」という。）

を行った。 

これに対し、実施機関は、本件請求等に係る行政文書を調査したが、当該文書を保

有していないとして、本件決定等を行った。 

（2）本件請求等に係る行政文書の不存在について 

実施機関は、本件請求等に係る行政文書は存在しないと説明するので、以下検討す

る。 

実施機関は、介護保険法の施行に関する事務を所掌しておらず、介護事業者が実施

する事業について介護保険法上の適否を判断する必要がなく、本件請求等に係る文書

を作成又は取得する必要がなく、そのような文書を保有していないと説明する。 

確かに、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）によれば、選挙管理委員会は、法

律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選

挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理すると規定している。 

一方、介護保険法の施行に関する事務は、知事の権限に属する事務であるから、実

施機関が所掌する事務ではないことが認められる。 

したがって、実施機関が介護保険法の施行に関する事務を所管せず、本件請求等に

係る行政文書を保有していないと説明し、また、実施機関が保有する行政文書の中に、

本件請求等の趣旨を満たす文書の存在も確認できないとする実施機関の説明に不合

理な点は見当たらず、本件請求等に係る行政文書は存在しないと判断する。 

（3）異議申立人の主張について 

異議申立人の主張は、上記判断に直接関係するものではないことから、当審査会は

判断しない 

（4）結 論 

以上のとおり、実施機関が行った本件決定等は妥当である。 

 

５ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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別 紙 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年  月  日 処  理  内  容 

１７． ８．１８ 諮問書の受理 

１７． ９．２２ 実施機関の理由説明書の受理 

１８． ２．２０ 審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

千葉県情報公開審査会第２部会 

氏  名 職  業  等 備   考 

岩 間 昭 道 千葉大学大学院専門法務研究科長 部会長職務代理者

大 田 洋 介 城西国際大学非常勤講師 部会長 

佐 野 善 房 弁護士 
 

福 武 公 子 弁護士 
 

（五十音順：平成１８年２月２０日現在） 

 


